
いわき市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

いわき市税条例施行規則（昭和56年いわき市規則第２号）の一部を次のように

改正する。 

 

第75条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第76条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「第463条の18

第２項」を「第451条第２項」に、「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽

自動車税納税通知書」に改める。 

第79条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「第３

項」を「第４項」に、「種別割の」を「軽自動車税の」に、「軽自動車税（種別

割）減免申請書」を「軽自動車税減免申請書」に改め、同条第２項中「種別割

を」を「軽自動車税を」に、「軽自動車税（種別割）減免通知書」を「軽自動車

税減免通知書」に改め、同条第３項中「第79条第４項」を「第79条第５項」に、

「種別割の」を「軽自動車税の」に、「軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告

書」を「軽自動車税減免事由消滅申告書」に改める。 

第６号様式その２を次のように改める。 

（「次のよう」は別紙） 

          「            「 

第６号様式その３中           」を         」に改め

る。 

         「           「 

 

第７号様式その１中          」を          」に、 

「          「 

 

 

 」を         」に改める。  

第47号様式その２を次のように改める。 

（「次のよう」は別紙） 

03軽自動車税(種別割) 

04国民健康保険税 

03軽 自 動 車 税 

04国民健康保険税 

03軽自動車税(種別割) 

04国民健康保険税 

03軽 自 動 車 税 

04国民健康保険税 

03 軽自動車税（種別割） 
04 国民健康保険税 

03 軽 自 動 車 税 
04 国民健康保険税 



      「 

 

第48号様式中                」を 

「 

 

                」に改める。 

第51号様式その２を次のように改める。 

（「次のよう」は別紙） 

第133号様式を次のように改める。 

（「次のよう」は別紙） 

第137号様式中「軽自動車税（種別割）減免申請書」を「軽自動車税減免申請

書」に、「軽自動車税（種別割）の」を「軽自動車税の」に、「第３項」を「第

４項」に改める。 

第138号様式中「軽自動車税（種別割）減免通知書」を「軽自動車税減免通知

書」に、「軽自動車税（種別割）に」を「軽自動車税に」に改める。 

第139号様式中「軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告書」を「軽自動車税

減免事由消滅申告書」に、「軽自動車税（種別割）の」を「軽自動車税の」に、

「第79条第３項」を「第79条第５項」に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された帳票で残存するものについては、当分の間、

所要の調整を行って引き続き使用することができる。 

□扶養          通 

□軽自動車税(種別割)納税  通 

 

□扶養          通 

□軽自動車税納税     通 

 



その２（軽自動車税） 
 
 
                  年 度 

       いわき市 軽自動車税 納付書兼納付済通知書 
口座 

番号  
加入 

者名 いわき市会計管理者 納付税額 
     円 

納期限 

年  月  日    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

領収しましたので 

通知します。 
いわき市会計管理者 様 

領収日付印 

 

 督促手数料 

円 

納付者氏名 延滞金 

合 計 

円 

円 
 

 

 
 
 

年 度     

いわき市 軽自動車税 

      納 付 書 

口座番号  
加入者名 いわき市会計管理者 

年度 

納期限   年  月  日 
 
納 付 

税 額 

円 

督 促 

手数料 

円 

延滞金 
円 

合 計 
円 

納付者 

氏 名 

 

通知書 

番 号 

 

 領収日付印 

  

 

 
 

 

 

年 度        
軽自動車税領収証書 

 
 
 

               様 
 
        納期限 

        年  月  日 
通知書番号  

確認番号  

納付税額    円  

督促手数料    円 
口座 

番号  
加入 

者名 いわき市会計管理者 

延滞金      円 領収日付印 

 

合計       円  

い わ き 市 
 

本書のとおり領収しました。  

 
 



 その２ 

軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書                      証明番号 

 

納 税 義 務 者 
住 所（所在地） 

氏 名（名 称） 

車 両 番 号  

納 付 済 年 月 日  

この証明書の有効期限  

特記事項 

  上記のとおり相違ないことを証明する。 

         年  月  日 

福島県いわき市長     □印    

 備考 

  １ 継続検査において自動車検査証の返付を受けようとする際に、この証明書を提示して下さい。 

  ２ 滞納が天災その他やむを得ない理由によるものである場合には、特記事項欄にその旨記載されます。 

  ３ 賦課期日（４月１日）後に所有者の変更があつた場合には、特記事項欄に変更後の所有者について賦課期日の属する年度に

おいては滞納がない旨記載されます。 

  ４ この証明書の有効期限欄には、この証明書の交付後、最初に到来する納期限の前日が記載されます。 



 その２（軽自動車税）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



督 促 状 
注意 
１ この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完
納されないときは、滞納処分を受けることになります。 
２ この督促処分について不服がある場合は、この督促状を受け取
つた日の翌日から起算して３箇月以内に市長に対して審査請求を
することができます。ただし、差押えに係る通知を受けた日（そ
の通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日）の翌
日から起算して３箇月を経過した後は審査請求をすることができ
ません。 
３ この処分の取消しを求める訴えは、前項の規定による審査請求
に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内
に、市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起す
ることができます。なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対
する裁決を受けた後でなければ提起することができないこととさ
れていますが、①審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁
決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を
経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処
分の取消しの訴えを提起することができます。 

 
延滞金について 
備考 延滞金については、延滞金を記載する。 
 

車種別税率一覧表 
備考 車種別税率一覧表は、車種別の税率を記載する。 
 

 
 
 
 
 



納 付 場 所 

備考 納付場所は、当該年度の指定金融機関等を記載する。 

 
 
 
 
 
 



 

    督 促 状       年度 軽自動車税 

 
 

あなたの軽自動車税の税金が
左記のとおりまだ納付されて
おりませんので、この通知書
又は先に送付しました納付書
で、至急最寄りの金融機関等
に納めてください。 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

通知書番号 

 

納期限 

   年  月  日 

税額       円 

 

督促手数料    円 

 

延滞金      円 

 

      年度  軽自動車税領収証書 
 

全 
 
 

期 

通知書番号 

 

納 期 限 
年  月  日 

納付額      円 

 

 
 
 
 
 
 
 
本書のとおり領収しました。 

督促手数料    円 

 

延滞金      円 

 

合計       円 

 

 

 
 
 
 

 
         上記のとおり納付してください。 

 
                  年  月  日 
 

     福島県いわき市長 
 
                        □印  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

い  わ  き  市  



軽自動車税納税証明書（継続検査用） 

 
 本書の有効期限 
    年  月  日 
 
福島県いわき市長 

 
       □印  
 
 
 
 
 
 

 
 （車両番号及び領収日付印のないものは、無効です。） 

車 両 番 号 車 両 番 号 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 合計台数     台 

軽自動車税納税証明書（継続検査用） 

 
 本書の有効期限 
    年  月  日 
 
福島県いわき市長 

 
       □印  
 
 
 
 
 
 

 
 （車両番号及び領収日付印のないものは、無効です。） 

車 両 番 号 車 両 番 号 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 合計台数     台 

 

     年度 軽自動車税納付書兼納付済通知書 
 

 

 

 

 

区分 年度 税目 № 通知書番号 納付額      円 

     

納 期 限 

    年  月  日 

 
 

 
 

 

領収しましたので通知します。 

いわき市会計管理者様 

 

 

督促手数料         円 
 
 

延 滞 金         円 

 

合計          円 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

軽自動車税納税証明書について 
 
１ この証明書は、軽自動車及び２輪の小型自動車の継続検査（車

検）において自動車検査証の返付を受ける際に使用できます。 

 

２ 車両番号欄に＊＊＊印がある場合は、前年度までの軽自動車税に

未納があることを示していますので、その分も併せて納付してくだ

さい。 

 

 

 

 
 

 

軽自動車税納税証明書について 
 
１ この証明書は、軽自動車及び２輪の小型自動車の継続検査（車

検）において自動車検査証の返付を受ける際に使用できます。 

 

２ 車両番号欄に＊＊＊印がある場合は、前年度までの軽自動車税に

未納があることを示していますので、その分も併せて納付してくだ

さい。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

          年度 軽自動車税納税通知書   

       

     納 期 限  
 あなたの軽自動車税は、次のとおりですから納付してください。   

     年  月  日  

年  月  日     

       

 福島県いわき市長             □印     

       
 

区 

分 

車 

種 
車両番号 課税額（円） 

   

       

       

       

       

       

   
納付税額（円） 

    

 



 

軽自動車税納税証明書（継続検査用） 

    

    

区

分 

車

種 

車両番号 
 本書の有効期限 

年  月  日  

福島県いわき市長       

□印   

   

   

      

    領収日付印  

      

      

  （車両番号及び領収日付印のないものは、無効です。） 

 

 



課税の根拠等について 
１ 課税の根拠 
 この税は、地方税法第443条及びいわき市税条例第70条の規定により、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車に対
し、  年４月１日現在の所有者に課されたものです。 
２ 税金を納期限までに納付しなかつた場合 
備考 税金を納期限までに完納しなかつた場合は、延滞金、督促及び滞納処分を記載する。 
３ 審査請求 
 この納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取つた日の翌日から起算して３箇月以内に市長に審査請求をす
ることができます。 
４ 処分の取消しを求める訴えの提起 
 この処分の取消しを求める訴えは、前項の規定による審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に、市を被告とし
て（市長が被告の代表者となります。）提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を受けた後でなければ提
起することができないこととされています。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴
えを提起することができます。 
⑴ 審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき。 
⑵ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
⑶ 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
５ 軽自動車等の届出について 
 軽自動車等の所有者等となつた方は15日以内に、所有者等でなくなつた方は30日以内に、登録内容に変更（名義変更・住所変更等）があつた方
は15日以内に届出をしてください。 



 

車種別税率一覧表及び登録内容変更手続場所 

区分車種 
コ ー ド 

種別 車種 税額 手続場所 

 

原動機付自転車 

特定小型原動機付自転車 円  

 
50㏄以下又は定格出力0.6kW

以下 
円  

 
90㏄以下又は定格出力0.8kW

以下 
円  

 
125㏄以下かつ最高出力4.0kW

以下 
円  

 
125㏄以下又は定格出力1.0kW

以下 
円  

 ミニカー 円  

 
小型特殊自動車 

農耕作業用 円  

 その他のもの 円  

 

軽自動車 

２輪のもの 円  

 ３輪のもの 円  

 
４輪乗用 

自家用 円  

 営業用 円  

 
４輪貨物 

自家用 円  

 営業用 円  

 専ら雪上を走行するもの 円  

 ２輪の小型自動車 円  

 



 

軽自動車税納税証明書について 

１ この証明書は、軽自動車及び２輪の小型自動車の継続検査（車検）において自動車検査証の返付を受ける際に使用できます。 

２ 車両番号欄に＊＊＊印がある場合は、前年度までの軽自動車税に未納があることを示していますので、その分も併せて納付してください。 

 

 

納付場所について 

備考 納付場所については、当該年度の指定金融機関等を記載する。 


